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ＡＳＣ/ＭＳＣ/ＭＥＬ漁業認証支援事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１ 県は，収益性の高い強い漁業経営体への成長を支援するため，漁業協同組合，漁業

生産組合，漁業者グループ組織等（以下「事業実施主体」という。）が行う先駆的な取

組等に要する経費について，当該事業実施主体に対し，予算の範囲内において，ＡＳＣ

/ＭＳＣ/ＭＥＬ漁業認証支援事業費補助金（以下「補助金」という。）を交付するもの

とし，その交付等に際しては，補助金等交付規則（昭和５１年宮城県規則第３６号。以

下「規則」という。）に定めるもののほか，この要綱の定めるところによる。 

 

（交付対象等） 

第２ 補助金の交付対象となる事業（以下「補助事業」という。）及び内容，事業実施主

体は，別表 1のとおりとする。 

２ 補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）及び補助限度額及び

補助率は別表２及び３のとおりとする。 

  なお，補助金額については，補助対象経費等の精査により減額することがある。 

 

（事業の実施期間） 

第３ この補助事業の実施期間は，原則として交付決定日から事業実施年度の３月末日ま

でとする。 

 

（交付の申請） 

第４ 規則第３条第１項の規定による補助金等交付申請書の様式は，別記様式第１号によ

るものとし，その提出期限は知事が別に定める日とする。 

２ 補助事業者は，前項の補助金交付申請書を提出するに当たり，当該補助金に係る消費

税及び地方消費税仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額

のうち，消費税法（昭和６３年法律第１０８号）及び地方税法（昭和２５年法律第２２

６号）に基づく仕入れに係る消費税及び地方消費税として控除できる部分の金額に補助

率を乗じて得た額をいう。以下同じ。）があり，かつ，その金額が明らかな場合には，

これを減額して申請しなければならない。ただし，申請時において当該補助金の仕入れ

に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額が明らかでないものについては，この限りで

ない。 

３ 規則第３条第２項の規定により，補助金等交付申請書に添付しなければならない書類

は，次の通りとする。 

（１）事業計画書（別記様式第１号別紙） 

（２）暴力団排除に関する誓約書 
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（３）納税証明書（全ての県税） 

（４）その他知事が必要と認める書類 

４ 次のいずれかに該当する事業者は，交付申請をすることができない。 

（１）暴力団排除条例（平成２２年宮城県条例第６７号）に規定する暴力団又は暴力団員    

   等 

（２）県税に未納がある者 

 

（交付決定） 

第５ 知事は，第４条の規定による補助事業の申請があった場合は，事業計画内容を審査

し，当該計画が確実かつ効果的に実施されるものと見込まれるものであると認めるとき

は，交付申請を行った事業実施主体に対し，補助金の交付決定を行うものとする。 

２ 同一の事業実施主体かつ同一事業内容において，国の補助事業と併用して本補助事業

の交付決定を受けることはできない。 

３ 国による補助金又は給付金の対象となる可能性のある事業については，国による当該

補助金又は給付金の利用を優先すること。 

 

（交付の条件） 

第６ 規則第５条の規定により付する条件は，次のとおりとする。 

（１）補助事業の内容の変更又は補助対象経費の配分を変更する場合においては，あらか 

じめ別記様式第２号により知事の承認を受けること。ただし，経費の配分を変更する 

場合等であって，次に掲げる軽微な変更にあっては，この限りではない。 

イ 補助対象経費総額の３０％以内の変更である場合 

ロ 補助目的に変更をもたらさない事業計画の細部の変更である場合 

（２）補助事業を中止し，又は廃止する場合においては，別記様式第３号により知事の承 

認を受けること。 

 

（指令前着手） 

第７ 補助対象となる事業への着手は，補助金の交付決定の通知（以下「指令」とい

う。） に基づき行うものとする。ただし，やむを得ない事由により指令前に事業着手す

る必要があると認められる場合は，この限りでない。この場合においては，事業実施主

体は次の条件を了承の上，別記様式第４号により知事に届け出るものとする。 

（１）指令を受けた補助金額が，交付申請予定額に達しない場合においても異議のないこ 

と。  

（２）当該事業について，着手から指令を受ける期間内においては，計画変更を行わない 

こと。  

（３）指令前に着手した後でも，交付対象事業等に適合しないものは補助金の交付を行わ 
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ないことがあること。  

 

（実績報告） 

第８ 規則第１２条第１項の規定による補助事業実績報告書の様式は，別記様式第５号に

よるものとし，補助事業の完了日若しくは廃止承認の日から起算して３０日以内の日又

は補助事業実施翌年度の４月２０日のいずれか早い日までに知事に提出しなければなら

ない。  

２ 補助事業者は，前項の実績報告書を提出するに当たり，当該補助金に係る消費税及び

地方消費税仕入控除税額が明らかになった場合は，これを当該補助金から減額して報告

しなければならない。  

３ 規則第１２条第１項の規定により補助事業実績報告書に添付しなければならない書類

は，次のとおりとする。  

（１）事業実績書  

（２）事業実施を証する写真，資料など  

（３）見積書，契約書，納品書及び領収書等の写し 

（４）その他知事が必要と認める書類  

 

（補助金の交付方法）  

第９ 補助金は，規則第１３条に規定する補助金の額の確定後に交付するものとする。た

だし，知事は，補助事業の遂行上必要と認めるときは，規則第１５条ただし書の規定に

より概算払により交付することができるものとし，その請求書の様式は，別記様式第６

号によるものとする。  

 

（消費税及び地方消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第１０ 補助事業者は，消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び

地方消費税仕入控除税額が確定した場合には，その金額（第４第２項の規定により減額

した場合においては，その減じた額を上回る部分の金額をいう。）を別記様式第７号に

より速やかに知事に報告するとともに，知事の返還命令を受けてこれを返還しなければ

ならない。（取得財産等の管理及び処分） 

第１１ 補助事業者は，補助事業が完了した後も本補助金の交付対象として取得し，又は

効用が増加，回復した財産（以下「財産」という。）を善良なる管理者の注意をもって

管理するとともに，補助金交付の目的に従って効果的に運用しなければならない。 

２ 規則第２１条第２号及び第３号の規定により処分を受ける財産は，一件あたりの取

得価格が５０万円以上の機械及び器具とする。 

３ 規則第２１条の規定により処分の制限を受ける期間は，「減価償却資産の耐用年数等

に関する省令」（昭和４０年大蔵省令第１５号，以下「省令」という。）に定める耐用
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年数に相当する期間とする。 

４ 補助事業者は，規則第２１条の知事の承認を受けようとするときは，あらかじめ別

記様式第８号による財産処分承認申請書を知事に提出し，承認を受けなければならな

い。ただし，省令で定める減価償却資産の耐用年数が経過した財産については，この

限りではない。 

５ 知事は，規則第２１条の規定により財産の処分の承認をした場合において，当該承

認を受けた補助事業者が当該承認に係る処分により収入があったと認めたときは，当

該補助事業者に対して，その収入に相当する額の全部又は一部を県に納付させること

ができる。 

 

（書類の提出経由） 

第１２ この要綱により知事に提出する書類は，補助事業者の所在地を所管する地方振興

事務所（補助事業者の所在地が地域事務所の事業担当区域にある場合は，当該事業担当

区域を所管する地域事務所）を経由するものとし，地方振興事務所長又は地域事務所長

は，必要に応じて写しを取り保管するものとする。 

 

（成果の公表） 

第１３ 県は，県内における水産エコラベル認証取得の推進を図るため，この要綱により

補助金を交付した事業の補助事業名，補助事業者名，所在地，その他補助事業の内容等

を公表し，補助事業に係る水産エコラベル認証取得の推進について率先的な取組に関

し，広報することがある。 

 

（その他） 

 第１４ この要綱に定めるもののほか，補助金の交付等に関し必要な事項については，

別に定める。 

 

附 則 

１ この要綱は，平成２９年１０月２０日から施行し，平成２９年度予算にかかる補助金

に適用する。 

２ 認証取得までに必要な期間が複数年に渡る場合，年度ごとに費用を区分し，当該年度

に要した経費について補助を行う。 

３ この要綱は，次年度以降の各年度において，当該補助金に係る予算が成立した場合

に，当該補助金にも適用するものとする。 

附 則 

この要綱は，令和２年４月１日から施行する。 

附 則 
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この要綱は，令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は，令和４年７月２６日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

別表１ 

事業内容 事業実施主体 

本県の養殖業における，持続可能で適切に管理され

た漁業及び養殖場を認証する国際的な水産認証（ＡＳ

Ｃ認証，ＭＳＣ認証，ＭＥＬ認証，ＣｏＣ認証）の取

得，及び取得のための先駆的な取組に係る経費。 

漁船漁業（沿岸漁業及び沖合・遠洋漁業）を対象と

したＭＳＣ認証，ＭＥＬ認証，ＣｏＣ認証の取得，及

び取得のための先駆的な取組に係る経費 

 

・漁業協同組合 

・漁業生産組合 

・漁業者グループ組織 

・漁業協同組合，漁業生産組合，漁業者グループ組織

を主たる構成員とする団体 

・県内に事業所を有する民間企業 

・その他知事が適格と認める団体 

※漁業者グループ組織においては，地域に同一の漁業

を営む者が少ない等特段の理由がある場合を除き、漁

業従事者５名以上で構成されること。 

※県内に事業所を有する民間企業がＡＳＣ認証，ＭＳ

Ｃ認証，ＭＥＬ認証に取り組む場合は，当該民間企業

の事業内容に，養殖業及び漁船漁業を含む場合に限

る。 

※本事業申請前に認証取得済み及び本審査着手済みの認証については、本事業の補助対象としない。ただし，県の支援

を受けて取得した認証は除く。 

※ＣｏＣ認証については，県の支援を受けて取得したＡＳＣ／ＭＳＣ／ＭＥＬ認証に関連するものに限定する。 

  



 

 

別表２ 

経費区分 対象経費 

委託費 国際漁業認証取得のために必要な漁場環境調査等（水質・底質分析や生物相調査等）の委

託に要する経費 

認証費 審査費用（予備審査，本審査），年次定期監査費用等，国際漁業認証の取得に要する経

費。ただし，ＣｏＣ認証については，本事業で取得を目指すＡＳＣ／ＭＳＣ／ＭＥＬに関

連する認証，もしくは実施団体が既に取得しているＡＳＣ／ＭＳＣ／ＭＥＬに関連するも

のに限定する。 

旅費 事業を行うために必要不可欠な出張に係る交通費，宿泊費。国際漁業認証取得のための勉

強会等の出張についても対象とする。 

その他の経費 その他の，知事が特に必要かつ適切と認める経費 

 

  



 

 

別表３ 

区分 補助率 補助限度額 

漁業種類 認証 内容 基準 上限 

沿岸漁業及び 

養殖業 

ＡＳＣ／ＭＳＣ

／ＭＥＬ 

取得時まで １／２ 

以内 

１,０００千円／ 

養殖種・漁業地区 

複数魚種，養殖種，漁業地区の場合 

５,０００千円を上限とする。 

年次監査 

（１年目） 

１／２ 

以内 

１,０００千円／ 

養殖種・漁業地区 

複数魚種，養殖種，漁業地区の場合 

５,０００千円を上限とする。 

年次監査 

（２年目） 

１／４ 

以内 

５００千円／ 

養殖種・漁業地区 

複数魚種，養殖種，漁業地区の場合 

２,５００千円を上限とする。 

ＣｏＣ 取得時のみ １／２ 

以内 

１,０００千円  

沖合・遠洋漁業 ＭＳＣ／ＭＥＬ 取得時まで １／２ 

以内 

５,０００千円／ 

魚種・漁業地区 

複数魚種，漁業地区の場合５,０００千円

を上限とする。 

年次監査 

（１年目） 

１／２ 

以内 

５,０００千円／ 

魚種・漁業地区 

複数魚種，漁業地区の場合５,０００千円

を上限とする。 

年次監査 

（２年目） 

１／４ 

以内 

２,５００千円／ 

魚種・漁業地区 

複数魚種，漁業地区の場合２,５００千円

を上限とする。 

ＣｏＣ 取得時のみ １／２ 

以内 

１,０００千円  

※認証取得に係る本審査の期間が複数年にわたる場合，年度ごとに費用を区分し，当該年度に

要した経費について補助を行う。なお，この場合においても，認証取得に係る本審査に要する

経費の合算額に対する補助限度額の上限は，別表３のとおりとする。 


